
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１「体力の向上と学校体育活動の充実」について 

（１）埼玉県の体力の現状 

（２）全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果による授業改善のポイント 

（３）体育的活動時の充実と安全管理の徹底 

 

『体力向上』について知りたい！ 

 

２「健康教育の推進」について 

（１）学校保健について 

（２）学校安全について 

（３）交通安全について 

（４）学校における食育について 

『健康教育』について知りたい！ 

このトップページに戻るには 

『Alt＋←』キー 

健やかな体の育成Ⅲ 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/undozuki/ikusei.html


 

 

Ⅲ 健やかな体の育成  

 １ 体力の向上と学校体育活動の充実 ※東部教育事務所「体育、保健体育のページ」 

 （１）埼玉県の体力の現状 

    全国的にコロナ禍やスクリーンタイム＊の増加等に伴い、体力の低下傾向が顕著と

なった。県内の児童生徒も同様であるが、体力の値は総合的に見ると、全国の中でも

高い水準を維持している。 

     （＊スクリーンタイム…平日 1 日当たりのテレビ、スマートフォン、ゲーム機などによる映像の視聴時間） 

 ア 新体力テスト総合評価 A＋B＋Cの児童生徒割合（東部管内） 

    R7小学校等＝ 80.3 % （県目標 85.0%）   

 

 R7中学校等＝ 81.1 % （県目標 88.0%） 

 

 イ 体力向上のための具体的な手立て 

□体力プロフィールシートの効果的な活用。 

（個々の体力の目標値をより明確に） 

   □児童生徒の体力の現状を踏まえ、本校の体力課題に 

    応じた９年間を見据えた指導計画の作成。 

□児童生徒の実態を見極め、実態に応じた教材や学習 

 内容を適切に選定するなど個に応じた手立ての工夫。 

    □課題となる技能ばかりに取組が偏ることのないよう、 

    総合的な体力向上を目指していく視点を、改めて学校全体で共有。 
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＜令和７年度の体力向上の方針＞  
児童生徒一人一人の課題に応じた取組により、総合的な体力向上を目指す。 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/g2204/gakuryokukoujou/kyoukapage/taiiku-hokentaiiku.html


 

 

□「新  彩の国体つくりチャレンジプログラム」実践事例、「投力向上講習会」動

画配信、「すくすくプログラム」「ステップアッププログラム」等 の効果的な活

用（補強運動・自校体操への活用等） 

□家庭・地域との連携による体力向上の取組の充実（学校で確実な見届け、運動取

組カード小学校等・中学校等などを活用した長期休業中の運動の奨励） 

 （※「子供の体力向上ホームページ」等も参照） 

□市町教育委員会及び各小中学校等の「体力向上推進委員会」等の機能を生かした

組織的な取組 

□小中一貫（連携）の視点から、９年間のつながりを意識した児童生徒の体力や運

動技能の状況についての共通理解と、年間指導計画における指導の体系化の推進 

 

 （２）全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果による授業改善のポイント 

    埼玉県として体力合計点は高い傾向にあるが、全国と比較して情意面に課題があ 

る。【下図及び令和７年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」結果参照】 

 

   ○体力合計点と運動・スポーツ好意度の関係（小学５年・中学２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
   □全国体力・運動能力等調査結果・活用について（スポーツ庁 HP） 
 

 □学校体育必携（埼玉県教育委員会）※令和元年度第 60号からのバックナンバーも参照 

 

 

 

※「楽しい」の意味をはき違えず、単元を通して児童生徒一人一人が「できた」「分 

かった」「関われた」を実感し、伸びや喜びを積み重ねる中で得られる「質の高い

楽しさ」を味わえるようにしていくことが重要 

   □運動好きな児童生徒育成のためのリーフレットや動画の活用 

   □体育授業を入り口とした運動の特性に応じた楽しさや喜びの享受 

   □児童生徒の実態に応じた教材の工夫 

＜埼玉県の目指す体育授業＞ 日々の授業実践を重視すること！！ 

「めあてをもって進んで運動 仲間と学ぶ 喜びあふれる体育・保健体育授業」 

https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/karadaugokasusannkourei.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/karadaugokasusannkourei.html
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200729-spt_sseisaku01-000006777_01.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200729-spt_sseisaku01-000006777_01.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200729-spt_sseisaku01-000006777_02.pdf
https://kodomo.recreation.or.jp/
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/karadaugokasusannkourei.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/kodomo/zencyo/1368222.htm
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/taiikuhikkei.html?msclkid=bc046ee9cbaf11ec983acc566447d9e8
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/undozuki/ikusei.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/undozuki/ikusei.html


 

 

□運動に苦手意識のある児童生徒への教師の関わり 

□指導と評価の一体化（指導したことを授業の後半で見取り、次時につなげる） 

 ※県立総合教育センター学校体育コミュニケーションサイトに、各校種ごとの全て

の「内容のまとまりごとの評価規準（例）」と全ての「単元の評価規準（例）」

を掲載。 

   □学習指導要領の趣旨及び児童生徒の実態に即した指導計画の作成、改善と活用 

   （楽しさを味わえる指導方法の工夫 ※文部科学省：学校体育における指導資料参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）体育的活動の充実と安全管理の徹底 

※令和７年４月１日付教保体第１号「体育的活動時における事

故防止の徹底について（通知）」参照 

   □体育授業、運動部活動における事故防止の５則の再確認  

   □体育的活動の充実を目指した活動時間や活動内容の工夫改

善、環境整備（「的当て」「バトンスロー」「握力補強具」

「体力アップサーキットコース」等） 

 □外遊びの奨励による運動の生活化と授業と関連させた運動

機会の提供（マラソンシール、縄跳びカード、逆上がり教

室、投力アップ教室等） 

   □魅力ある体育的行事の実践（「校内持久走記録会」「学年リレー大会」「縄跳び

フェスタ」「学年球技大会」等の実施） 

□埼玉県の部活動の在り方に関する方針（埼玉県）に則った適切かつ効果的な運営 

※運動部活動での指導のガイドライン（文科省）、運動部活動指導の充実 

   □学校部活動の地域移行及び地域連携に向けた取組（埼玉県） 

□部活動外部指導者及び運動部活動インターンシップの活用 

   □運動領域及び体育分野における時宜をとらえた安全指導、保健学習における実践

的な安全学習の充実及び、施設・設備の安全管理の徹底（「固定遊具の事故防

止マニュアル」日本スポーツ振興センター） 

        

 ２ 健康教育の推進       ※東部教育事務所「健康教育のページ」 

 （１）学校保健について     ※埼玉県教育委員会「健康教育必携」 

  □学校や家庭・地域の実態に即した学校保健安全計画の作成と教育活動全体を通じた組

織的な取組の推進 

【参考資料】 

小学校保健教育参考資料 改訂「生きる力」を育む小学校保健教育の手引（文部科学省） 

中学校保健教育参考資料 改訂「生きる力」を育む中学校保健教育の手引（文部科学省） 

https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html
https://ecsweb.center.spec.ed.jp/J001/
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1330884.htm
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/111413/shinhoushin.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1335529.htm
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/unndoubukatsuodushidoushiryou.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/gakkoutaiiku/sportsclub_torikumi.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/30internship.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1323968.htm
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1962/Default.aspx
https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1962/Default.aspx
https://www.pref.saitama.lg.jp/g2204/gakuryokukoujou/kyoukapage/annzenn.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/kennkoukyouikuhikkei.html?msclkid=53cf0e2acbb111ecb7638d39b7ca2655
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1334052.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1354075.htm


 

 

  □保健学習、保健指導における指導方法の工夫改善（運動領域と保健領域の一層の関連と、

養護教諭の専門性を有する教職員や地域人材等の活用） 

□家庭・地域や医療機関をはじめとする関係機関等との連携による保健教育・保健管

理の推進 

□「性に関する指導」や薬物乱用の防止等、学校保健に関する現代的課題に対する教

育の推進 

  □学校教育におけるがん教育の推進（文部科学省「がん教育推進のための教材」、埼

玉県「がん教育総合支援事業」） 

  □食物アレルギーの既往のある児童生徒についての学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）に

基づいた情報共有及び対応等の共通理解 

  □食物アレルギー対応マニュアルの不断の見直し【６訂ポイント】 

  □文部科学省作成 ＤＶＤ等を活用した実践的な研修会の実施 

 

 （２）学校安全について 

  □「学校保健安全法」に基づく学校安全計画の作成・改善 

  □全体計画の作成と教育活動全体を通じた組織的な取組の推進 

  □学校危機管理マニュアルの不断の見直し（登下校時・防犯・防災・施設設備等） 

   ※学校の危機管理マニュアル作成の手引き（文部科学省） 

□消費者安全法第２３条第１項の規定に基づく事故等原因調査報告書（消費者庁） 

□日々の安全点検の確実な実施（目視、触診、打診等で確認。災害時・悪天候後の倒

壊等も想定しておくこと。） 

  □具体的な危機を想定した安全学習・安全指導における指導方法の工夫 

改善 ※危機に対して主体的に行動できる児童生徒の育成を 

防災教育ポータル（国土交通省）等を活用した授業、学校生活の様々な場面におけ

る、緊急地震速報音源を活用したショート訓練の複数回実施の推進 
 

★参考資料★「学校総合安全支援事業報告書」（埼玉県教育委員会） 

 

（３）交通安全について 

  □家庭・地域社会・関係機関等と連携した交通安全教育 

   
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考資料】 

交通安全のために～令和６年度中の交通

事故から～ 

（埼玉県警察ＨＰ資料 P.12 より） 

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/files/153_001.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/kenko/kenko/yakubutsu/index.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1370005.htm
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/gan-houkokusyo.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/gan-houkokusyo.html
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/232
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27132/r50216saishusei_al_manual6.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/27132/r5_kaiteipoint6.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1355828.htm
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/910-20100107-3.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/gakkoubousaimanyuaru.html
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/aratanakikijisyou_all.pdf
https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/aratanakikijisyou_all.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_019/
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/education/index.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/g2204/bousai-kinkyuzishin.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/zissenntekibousaikyouikusougousiennzigyou.html
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kenke/jikobunseki.html
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kenke/jikobunseki.html


 

 

  □対策「交通事故の被害者・加害者にならないために」 

 

  ①「交通事故防止５つの行動」の実行 ～自転車に乗るとき、歩くとき、いつも心にこの５つ～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 自転車安全利用五則 

 

 

 

 

 

 

 ③ 自転車損害賠償保険等への加入促進 

  ・ 高額賠償判決 自転車が加害者、歩行者が被害者となった事故もある 

 

 

 （４）学校における食育について 

□「食に関する指導の手引き－第２次改訂版－」を基にした食に関

する全体計画の作成と教育活動全体を通じた組織的な取組の推進 

□家庭、体育（保健学習）等の関連する教科における食に関する指

導の工夫改善 

  □道徳、総合的な学習の時間、特別活動等の食に関する指導の工夫

改善 ※参考となる指導案等はこちらから 

⇒食育指導力向上授業研究会（埼玉県教育委員会） 
      
  □「生きた教材」としての学校給食の充実及び活用と、養護教諭、栄養教諭、 

   学校栄養職員等の専門性を有する教職員や地域人材等の参加と協力の推進 

  □「誰でもつくれる朝ごはんメニュー集」を生かした簡単な朝食づくり 

□コロナ禍におけるおうち de 食育の推進 

□「生活習慣診断シート」を活用した基本的な生活習慣の確立 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県マスコット「コバトン」 

１ もしかして 危険予測 

○○かもしれない、という意識を持つ。（起こり得る危険を予測する） 

 
２ とまる 一時停止 

「止まれ」の標識への

意識を持ち、速度ゼロ

にして完全に止まる。 

 

３ みる 安全確認 

左右、前後、まわりが安

全かどうかを自分の目

でしっかり見る。 

 

４ まつ 安全確保 

心・時間にゆとりを持ち、

安全が確保されるまで、人

や車が通過するのを待つ。 

５ たしかめる 再確認 

安全に横断、通行ができ

るかどうか、もう一度、

よく確かめる。 

 

 1 自転車は、車道が原則、歩道は例外   2 車道は左側を通行   

 3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行  4 安全ルールを守る 

 （２人乗り、並進の禁止 夜間はライトを点灯 交差点での信号遵守と一時停止 安全確認） 

 5 13歳未満の子供のヘルメット着用 

 

※「５つの行動」の 

 意識付けと浸透 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20612/441646.pdf
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/gosoku.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1292952.htm
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/kyusyoku-shokiku.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/kyusyoku-shokiku.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/910-20100107-53.html
https://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu/shokuiku/ouchi/index.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/f2211/seikatushuukannsinndannsi-to.html
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/herumetto.html

